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高知県産業振興推進総合支援事業実施要領　新旧対照表 
 新 旧

 高知県産業振興推進総合支援事業実施要領 

 

（第１～第９　省略） 

 

附則 

１　この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２　従前の要領及び「高知県産業振興推進総合支援事業の運用について」は廃止する。 

附則 

　この要領は、平成 23 年５月 10 日から施行する。 
附則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 26 年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、平成 27 年４月１日から施行する。 
　附則 
この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 
　附則 
この要領は、平成 28 年 12 月 22 日から施行する。　 

附則 

この要領は、平成 29 年５月 18 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和元年５月 30 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、令和３年４月 15 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、令和４年４月 28 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和５年４月 11 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和６年４月３日から施行する。 
附則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

高知県産業振興推進総合支援事業実施要領 

 

（第１～第９　省略） 

 

附則 

１　この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２　従前の要領及び「高知県産業振興推進総合支援事業の運用について」は廃止する。 

附則 

　この要領は、平成 23 年５月 10 日から施行する。 
附則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 26 年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、平成 27 年４月１日から施行する。 
　附則 
この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 
　附則 
この要領は、平成 28 年 12 月 22 日から施行する。　 

附則 

この要領は、平成 29 年５月 18 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和元年５月 30 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、令和３年４月 15 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
附則 

この要領は、令和４年４月 28 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和５年４月 11 日から施行する。 
附則 

この要領は、令和６年４月３日から施行する。 
　附則 
この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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新 旧

 附則 
この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


